
第４９回

民医連呼吸器疾患
研究会in高松

みんこけん

高松平和病院　医局事務課　末澤

住所：〒760-8530　高松市栗林町１-４−１

Tel：087-833-8113（代）

Mail:49minkoken@gmail.com 

第49回民呼研実行委員会

第４９回民呼研

民呼研

プログラム

日時：2025年9月26日（金）13:45～27日（土）12:00

会場：かがわ国際会議場＆

　　　サンポートホール高松　ホール棟　６階会議室

テーマ：「災害医療」

　　　　～阪神淡路大震災30年から考える民医連の呼吸器集団～
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第４９回全日本民医連呼吸器疾患研究会開催にあたり…３P

参加者の皆さんへ…………………………………………　４P

プログラム…………………………………………………　５P

講演資料

　記念講演１「南海トラフ巨大地震にどのように備えるか？

　　　　　　　　　　　　　-能登半島地震の教訓から学ぶ-」　　………６P　　　　　　　　

　　　　　　　金田　義行 教授

香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副理事長、地域強靭化研究センター長・特任教授

　記念講演２　「阪神淡路大震災３０年から

                        ーPreventable Death 避けられた死-」　　　　　………１９P

　　　　　　　藤末　衛　先生

　　　　　　　神戸健康共和会　理事長・柳筋診療所　所長

演題一覧……………………………………………　　　４１P

会場案内……………………………………………　　　４５P

夕食交流会…………………………………………　　　４６P

　　会場内Wi-Fiについて
          かがわ国際会議場…ロビーと会場後方（入り口）に掲示していますので、各自設

定をお願いします

　　　６１～６４会議場…会場入り口に掲示していますので、各自設定をお願いします

目次・会場

アンケートについて
QRコードにて10/15（水）までに入力をお願いします
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今年のテーマは【「災害医療」～阪神淡路大震災30年から 考える民医連の呼

吸器集団】です。阪神淡路大震災から始ま り、昨年の能登半島地震に至るま

で、まさに日本全国の様々 な場所で震災、大水害、山火事の被害に見舞われ

ています。 災害のたびに我々医療界に大きな課題をもたらしていま す。突然

やってくる災害時の病院や診療所での医療供給体制 はどうなるのか、避難所

への支援は、地域の復興にどう寄り 添うかなど、課題と教訓が次々に出てき

ています。そして、 無差別平等、人権をかかげる民医連だからこその取り組

み、 困ったところに民医連あり、の精神をフル活用させてきた歴 史もありま

す。 過去を振り返り、各地の教訓に学び、これからの災害医療 における私た

ちの行動を見つめ、向上させていくため、意見 交換や交流を深めたいと思い

ます。うどん県、香川の地で皆 様とお目にかかれますことを、心から楽しみ

にしております。

第４９回全日本民医連呼吸器疾患研究会

開催にあたって

第49回全日本民医連呼吸器疾患研究会

実行委員長

原田真吾（高松平和病院）
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参加者のみなさんへ

1.開催場所

かがわ国際会議場＆サンポート高松　ホール棟6階会議室

2.参加受付

・9月26日（金）13:00よりかがわ国際会議場前にて受付をします

・受付にて名札・資料をお受け取り下さい。会期中は名札の着用にご協力をお願いします。

・クロークは準備しておりませんので、会議室内後方をご利用ください

・2日目から参加の方は、9月27日（土）8:45から６１会議室前で受付をします。

３.発表者の方へ

・演題発表は口演のみとなります。発表時間7分、質疑応答４分を予定しています。発表時間は厳守

してください。

・発表時間の5分前には会場内の次演者席にご着席ください。

・演台にて、演者ご自身でパソコン操作をしていただき発表をお願いします。

４.座長の方へ

・ご担当セッションの開始５分前までに、会場内の座長席にご着席下さい。

・時間厳守の進行管理にご協力をお願いいたします。

５.世話人会について

・1日目（9/26）の記念講演後、16:30より会場内後方にて世話人会を行います。世話人および県連

より代表者お一人以上、出席をお願いします。

６.優秀賞表彰

・各分科会より２演題の優秀演題を選出し、閉会式内で表彰します。また最優秀演題については閉会

式でご口演いただきます。

７.宿泊について

・事務局を通じて宿泊を申し込まれた方は、フロントにてお名前を仰ってください。

８.事務局について

・研究会当日の緊急連絡は、事務局　末澤（090-9770-9738）へお願いします。- 4 -



9月26日（金）
時間 内容 会場

13:00 受付

13:45 開会式

　 　開会あいさつ、香川民医連の紹介・震災支援動画上映

14:00
記念講演①「南海トラフ巨大地震にどのように備えるか?
　　　　　　　　～能登半島地震の教訓から学ぶ～」

講師：金田　義行 教授

（香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副
理事長、地域強靭化研究センター長・特任教授）

15:10 休憩

15:20
記念講演②「阪神淡路大震災　３０年から
　　　　　　　　　-Preventable Death　避けられた死-」

講師：　藤末　衛　先生

（神戸健康共和会　理事長・柳筋診療所　所長）

16:30 事務局連絡

懇親会場へのバスの誘導（17時15分～）

（16:30） （世話人会） 会場内後方

18:00 懇親会 アールベルアンジェ2階

9月27日（土）
時間 内容 会場

8:45 開場・受付 61会議室（6F）

9:00 分科会①

　６１会議室：第１分科会

　６２会議室：第２分科会

　６３会議室：第３分科会

　６４会議室：第４分科会

10:00 休憩・移動

10:10 分科会②

　６１会議室：第５分科会

　６２会議室：第６分科会

　６３会議室：第７分科会

　６４会議室：第８分科会

11:10 休憩、移動、座長打ち合わせ ６１会議室

11:20 閉会式 ６１会議室

　優秀演題発表（３演題）

　最優秀演題発表

　次回開催県紹介

　閉会あいさつ

11:45 終了

かがわ国際会議場
(6F）
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金田義行

香川大学
四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

第49回全日本民医連呼吸器疾患研究会
2025年9月26日

  「南海トラフ巨大地震にどのように備えるか？」
    ー能登半島地震の教訓から学ぶー

太平洋プレート

フィリピン海プレート

海洋情報部資料

フィリピン海プレートが沈み込んでいる限り、南海トラフ地震は繰り返し発生
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死者数・行方不明者数

(year)
出典: 理科年表, 日本気象災害年表, 警察庁資料、総務省消防庁資料

‘45.1月 三河地震（2,306 人）
’45.9月 枕崎台風（3,756 人）

‘48.6月 福井地震（3,769 人）

‘59.9月 伊勢湾台風（5,098 人）

’53.7月 南紀豪雨（1,124 人）

‘54.9月 洞爺丸台風（1,761 人）

‘95.1月阪神・淡路大震災（6,437 人）

‘46.12月 昭和南海地震（1,443人）

東日本大震災（平成27年3月9日現在）

死者15,890人、行方不明者2,589人

’47.9月 カスリーン台風（1,930 人）

平成23年台風第１２号（平成24年9月28日現在）

死者82人、行方不明者16人

平成23年台風第１５号（平成23年12月15日現在）

死者18人、行方不明者 1人

青線・・・消費者物価指数の推移
赤線・・・日本のGDPの推移

自然災害による死者・行方不明者数の推移

3

インフラの老朽化

２０１６年熊本地震、２０１８年大阪北部地震、２０２４年能登半島地震など
地震活動が活性化

日本の地震活動
四国中国地方は比較的地震活動は低いものの

瀬戸内圏は南海トラフ地震の影響を受ける
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２０２４年１月１日能登半島地震

中日新聞

5

M7.6地震の震度分布
地盤特性の影響も

6

震源

震度分布は地盤特性の影響も

複数の活断層が連動

令和６年能登半島地震被害
様々な被害要因が発生

震度６弱以上の発生確率

地震本部

〇北海道から茨城沖の
巨大地震の発生リスク大

〇首都直下地震のリスク大

〇南海トラフ地震の発生確率の
見直し

・３０年以内の発生確率
７０％－８０％は同じ

・４０年以内の発生確率
８０％－９０％→９０％

能登半島はリスクはあるものの太平洋側に比較して高い表示ではなかった。
しかし甚大な震災が発生した。
このようにハザードマップは参考であり、災害規模は不確定性がある
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9

中国・四国地域

四国全体の
発生確率は高い

中国の沿岸域も
高い

10

震度1以上の地震 過去100日間
中四国は比較的地震が少ない

11

震度1以上の地震 過去100日間
中四国は比較的地震が少ない 南海トラフ巨大地震大津波の被害１

• 強震動被害 複数の強震動

• 長周期地震動被害

• 液状化被害

• 大津波被害

• 火災被害（地震火災、津波火災）

• 地滑り、海底地滑り、海底の改変

• がれき被害

• 塩害、土壌汚染等

• 火山活動による火山灰、溶岩流の影響 12
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南海トラフ巨大地震大津波の被害2
• 農業、水産業への被害

• 製造業への被害

• 国際物流産業への被害

• グローバル経済産業への被害

• 地域コミュニティーのダメージ

(停電、断水、生活再建の困難さ）

• 連動・誘発する内陸地震被害

13

東日本大震災の教訓をどう活かすか

2011.03.11 東日本大震災
1４年が経過しました。

14

1700年代
・1703年 元禄地震
・1707年 宝永地震
・1707年 富士山噴火

1800年代
・1854年 伊賀上野地震
・1854年 安政地震
・1855年 安政江戸地震

1900年代
・1923年 関東地震
・1943年 鳥取地震
・1944年 東南海地震
・1945年 三河地震
・1946年 南海地震
・1948年 福井地震

過去の誘発地震や誘発噴火の記録

15

4年

49日

1707年 宝永地震

1703年 元禄地震

1707年 富士山噴火

1855年 安政江戸地震

1854年 伊賀上野地震 Ｍ7.3

1854年 安政地震

１年

1923年 関東地震 M7.9

1944年 東南海地震 M7.9

1945年 三河地震 M6.8

1946年 南海地震 M8.0

1943年 鳥取地震 M7.2

1948年 福井地震 M7.1

過去にも巨大地震に誘発した
地震や噴火活動があった事が
伺える。

30cmの津波で人は流されます。

人は簡単に流されます 迅速な避難が不可欠

PARI 資料
現在 有人実験はしていません

３０－４０ｃｍでは
完全に流されます
中央大学での実験
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17

津波に飲み込まれた患者の気管支の末端の肺胞を洗浄すると、
小石や木くずが混じっていた（東北医科薬科大・中村教授提供）

津波肺が注目されたきっかけは、２００４年に発生したスマトラ沖
地震だ。津波被災者の中に抗菌薬の効かない肺炎患者がいた。
土壌や汚染水などに常在する「スケドスポリウム属」と呼ばれる
真菌がヒトの肺に感染する「スケドスポリウム症」にかかっていた。

日刊工業新聞2021年3月10日

南海トラフ巨大地震研究

18

南海トラフ地震
３０年以内の発生確率は８０％

1920XX年 次期南海地震

４９日後富士山が噴火

南海トラフ巨大地震の被害想定

最大クラスの地震）

R7被害想定H26基本計画

約17.7万人～ 約29.8万人
（早期避難意識70％） （早期避難意識20％）
※地震動：陸側、津波ケース①、冬・深夜、風速8m/s

約21.9万人～ 約33.2万人
（早期避難意識70％）（早期避難意識20％）

死者数

約7.3万人約9.3万人建物倒壊

約9.4万人～ 約21.5万人
（早期避難意識70％） （早期避難意識20％）

約11.6万人～約22.9万人
（早期避難意識70％）（早期避難意識20％）

津波

約0.9万人約1.0万人地震火災

約235.0万棟
※地震動：陸側、津波ケース⑤、冬・夕方、風速8m/s約250.4万棟全壊焼失棟数

約127.9万棟約150.0万棟揺れ

約18.8万棟約14.6万棟津波

約76.7万棟約85.8万棟地震火災

最大 約2,950万軒最大 約2,710万軒電力（停電軒数）

最大 約1,310万回線最大 約930万回線情報通信（不通回線数）

最大 約1,230万人最大 約950万人避難者数

最大 約1,990万食最大 約3,200万食食糧不足（３日間）

約224.9兆円約169.5兆円資産等の被害

約45.4兆円約44.7兆円経済活動への影響

3

○想定される最新のハザードを対象に、最新の知見に基づく推計手法の見直しや地形データの更新、建物の耐震化等
の現在 の状況等を踏まえて、被害想定を見直し

○これまでの対策の効果は一定程度あるものの、強い揺れや津波が広域で発生することにより、膨大な数の死者や建
物被害、 全国的な生産・サービス活動への影響等、甚大な被害が発生

○超広域かつ甚大な被害が発生する中で、リソース不足等の困難な状況が想定され、あらゆる主体が総力をもって災害に臨むことが必要

※災害関連死者については、過去災害（東日本大震災の岩手県及び宮城県）及び能登半島地震の実績に基づいて想定した場合、最大約2.6万人～5.2万人と推計（上記死者数には含まれない
）
（過去に類を見ない被害規模かつ超広域にわたって被害を生じると考えられる南海トラフ巨大地震では、過去災害でみられたような外部からの応援等が困難になることが考えられ、発災後の状況によっては、被

災者が十分な 支援等を受けられずに、災害関連死の更なる増加につながるおそれがある。）

※ケース①：「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定した場合、ケース⑤：「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定した場合
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「海溝型地震」
強震動、津波、液状化、地盤沈下、火災、長期湛水

停電、断水、孤立、感染症、経済被害、コミュニティー崩壊等

南海トラフ巨大地震震源域
東北地方太平洋沖地震震源域

沖合大滑り域

2115

地震動

国土地理による

地盤沈降 液状化 津波

国土地理による津波浸水図

倒壊

岩手県山田町

共同通信・読売新聞

津波火災

広域複合災害

22

漂流物

東日本大震災では倒壊物、漂流物による被害の拡大など、
地震・津波の直接被害以外にも、多くの複合災害が発生

巨大地震 広域複合災害への備えは不可欠

南海トラフや首都圏では地震動被害の可能性も！

DONET 展開

N-NET 開発中

南海トラフ地震震源域における地震津波観測監視システム

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定

指定基準の概要

○津波により３０ｃｍ以上の浸水が地震発生から３０
分 以内に生じる地域

○特別強化地域の候補市町村に挟まれた沿岸市町村
○同一府県内の津波避難対策の一体性の確保

※浸水深、浸水面積等の地域の実情を踏まえ、津
波 避難の困難性を考慮

特別強化地域の指定地域
- 11 -



これまでの成果

25

①過去の南海トラフ地震と震源

１７０７年宝永地震

１８５４年安政南海地震 １８５４年安政東海地震

１９４６年昭和南海地震 １９４４年昭和東南海地震

宇佐美龍夫 先生資料

震源

震源は主に紀伊半島沖に
分布している。
もし、次回紀伊半島沖の地震で
臨時情報（巨大地震注意）が発表
された場合は要注意

27
地震本部

多様性

宝永地震、安政東海地震、安政南海地震の津波多様性 ２０２３年５月の能登の地震被害例
最大震度６強

• 被害状況 農業関連：ため池の堤防に亀裂８か所
（珠洲（すず）市）

• 漁港関連：蛸島漁港の岸壁背後用地が沈下
（珠洲市）

• 狼煙漁港の岸壁背後用地の沈下、施設屋根破損
（珠洲市）

• 森林関連：山腹崩壊３箇所（珠洲市）

２０２４年元旦の能登半島地震（最大震度７）では
さらに甚大な被害が発生

- 12 -



1年後

震災直後

現在の高知市況

高知気象台資料

地盤沈下は瀬戸内でも発生

1707年宝永地震の際
五剣山の1つの峰が崩落

落下した岩体の一部

液状化被害（千葉県）

31
画像：千葉県我孫子市／下2枚 潮来市

約300kmも離れた場所でも被害。
被害地域の多くは地下水が蓄え
られた土地で海や河川、田んぼ
などの埋立地が多い。

液状化のメカニズム
大阪 咲洲庁舎も被害

ふきだす砂

とびだすマンホール

くずれた道路、かたむく電柱

千葉
茨城

砂や土は互いに緩やか
にくっつきあい、その隙
間に水がある

今までくっついてた土や砂がバラバラになる。
隙間にあった水は地表に逃げていく。
液状化とともに地盤沈下もひきおこす。

地震前

水水

水

水

水
水

水

水

水

地表

地 震

地震後

水 水 水

32

能登半島地震の液状化被害

神奈川新聞
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Eディフェンスによるシミュレーション映像
超高層建物のオフィス空間

2008年1月 南海地震を想定した震動実験

独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

１． 経 験
・ 過去の災害「経験」を後の災害に活かすこと。

・ 実際の災害「経験」だけでなく訓練や研修なども重要である。

三つの備え

２． 土地勘
・ 「土地勘」があれば、どこが危なくて、どこが安全かを知ることができる。

・ 「土地勘」は、避難者、避難支援者ともに有効に機能する。

３． 平常時
・ 「平常時」を知っておけば、何が異常なのかをすみやかに察知できる。

・ 「平常時」から地域コミュニケーションを作っておくことが大事。

34

自助 共助（近助） 公助

地震被害の有無による避難シミュレーション

被害あり 被害なし

Dr. Lalith 東京大学地震研

35

東海・東南海・南海地震連動 （時間差発生シナリオ１）

南海地震 （10分） ☆ 東南海地震--（5分） 東海地震

東大 古村教授

36
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地震動

国土地理による

地盤沈降 液状化 津波

国土地理による津波浸水図

倒壊

岩手県山田町

共同通信・読売新聞

津波火災

広域複合災害

漂流物

東日本大震災では倒壊物、漂流物による被害の拡大など、
地震・津波の直接被害以外にも、多くの複合災害が発生

巨大地震 広域複合災害への備えは不可欠

37

１．冗長性、代替性を持った（redundancy）
◆どんな状況に至ろうとも対応手段が皆無にならないように、事前に
対処方法や仕組みを二重化・三重化

◆バックアップオフィスの確保、東日本大震災時の「くしの歯作戦」など

２．何が起きても致命的破壊に至らない（robustness）
◆一つ一つのシステムが完全に麻痺したり機能不全に陥ったりしない
◆地震による大きな揺れがあったとしても瞬間的には倒壊しない

３．粘り強く復元可能な（resiliency ,tenacity）
◆一つ一つの要素が破壊されるプロセスに粘り強さを
◆被害の拡大が遅れて進行するように誘導、現象をしなやかに受け流す

４．融通が利き順応性を持った（elasticity）
◆その時々の事態に合わせて柔軟かつ臨機に最善の方法を選択
◆平常時からの防災教育等のソフト対策

５．安全・安心を与えてくれる（securing safety）

→ 「幅を持った」社会システムの構築を 38

「幅を持った」社会システムの構築を

社会資本

・上下水道
・公園
・教育文化施設
・福祉施設

生活基盤

交通基盤

通信基盤

エネルギー生産基盤

保全基盤

その他施設

・道路
・鉄道
・港湾
・空港

・電話
・コンピュータ通信

・石油
・ガス
・電力等の生産

と供給

・オフィス街
・農林水産施設
・工業団地

流通施設

・河川
・砂防
・海岸施設

・清掃工場
・廃棄物処理場
・火葬場

39

命を守り、便利で豊かな生活を支えている社会資本

明るい未来社会構想
その中に防災減災がある

40

防災・減災
対策、訓練、学び

安全安心

先端 科学・技術・産業
イノベーション

未来まちづくり
地域を知る

コミュニケーション

自助・共助
思いやり

人材育成
若い力とシニアー力の統合
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頻発する豪雨

応用地質「防災・減災のススメ」P4

豪雨災害対策として、リアルタイム情報の活用と迅速な避難、地域対応力が不可欠も

昨日一昨日は山陽小野田市でも豪雨、洪水

大震災後の豪雨災害

42

熊本地震後の豪雨

43

6月19日から25日にかけて本州付近に梅雨前線が停滞し、
その前線上を低気圧が次々に通過した。

先日の能登の地震発生後にも大雨

減災科学の概要

被害軽減
復旧復興
人材育成

社会学

理学

教育学

心理学

経済学

工学

情報学

法学

文学・芸術
哲学行政

政治学

医学
薬学

農学

地理学

今後の日本の減災・強靭化の考え方

事前復興計画が不可欠

- 16 -



地震動

国土地理による

地盤沈降 液状化 津波

国土地理による津波浸水図

倒壊

岩手県山田町

共同通信・読売新聞

津波火災

広域複合災害

漂流物

東日本大震災では倒壊物、漂流物による被害の拡大など、
地震・津波の直接被害以外にも、多くの複合災害が発生

巨大地震 広域複合災害への備えは不可欠

減災科学とは
理学、工学、社会科学、医学、心理学、教育学

経済学を統合した 総合科学・技術である。

45

２－３ 南海トラフ沿いで発生する典型的な異常な現象とその評価に基づく
防災対応の基本的考え

南海トラフで地震(M7ｸﾗｽ)が発生

M8～9クラスの大規模地震と比べて一回り小さい規
模（M7クラス）の地震が発生

※南海トラフ沿いでは確認されていないが、世界全体では、M7.0以上の地震
発生後に、さらに規模の大きな地震が同じ領域で発生した事例がある

ケース２

西側は連動
するのか？ 南海トラフの大規模地震の前震か？

南海トラフ東側で大規模地震(M8ｸﾗｽ)が発生

東海南海日向灘

東海南海日向灘

ケース１ 南海トラフの東側だけで大規模地震が発生（西側
が未破壊） ※直近２事例では、南海トラフの東側の領域で大規模地震が
発生すると、西側の領域でも大規模地震が発生

全世界で1900年以降にM8.0以
上の地震(96事例)発生後、隣接
領域で同規模の地震が発生した
事例数

3日以内：10事
例
3年以内：38事
例

全世界で1900年以降にM7.0以
上の地震(1368事例)発生後、同
じ領域で、同規模以上の地震が
発生した事例

7日以内：24事例
3年以内：56事例

防災対応の基本的考え方：一定程度可能性の高さが認められる期間内に、避難等の応急的な対応を実施する意義がある
• 可能性の高さだけでなく、被害の軽減効果と防災対応に伴う損失等社会的な受忍のバランスによって、防災対応の内容や期間を決めることが適当。
• 具体的な検討に当たっては、避難施設の整備状況や耐震対策の実施状況等を踏まえ、地震発生の可能性の高さや地域の脆弱性に応じて、複数の対応をあらかじめ想定することが望ましい。
• これらの考え方について、社会的合意を目指すべき。

東北地方太平洋沖地震に先行して観測された
現象と同様の現象を多種目観測

２０１１年東北地方太平洋沖地震に先行して観測された現象

ひ
ず
み
の
変
化

時間

◆ ひずみ計

東海地震の判定基準とされるような
プレート境界面でのすべりが発生

※東海地域では、現在気象庁が常時監視

ケース３ ケース４

日

地震活動関連

地殻変動関連

電磁気関連
地下水関連

シミュレーションでは、地震発生前にゆっくり
すべりを伴う場合、伴わない場合等、大地震
発生に至る多様性が示されている。

Noda and Hori (2014)

防災対応の基本的考え方：防災対応に活かす段階には達していない

防災対応の基本的考え方：行政機関が警戒態勢をとるなどの対応に活用できる
• 行政機関が警戒態勢等をとる際、住民等にどのように情報を発信するか、態勢の解除の判

断をどうするか等、どのような具体的な対応が適切か社会的合意を形成する必要がある。46

○ 典型的な４つのケースについて、防災対応の基本的考え方を検討

４

半割れ後の余効すべりとすべり欠損率 一部割れ後の余効すべりとすべり欠損率

リアルタイム地震・地殻変動観測⇒プレート境界でのすべり
イメージ図 兵藤疎氏（JAMSTEC)作成

シナリオ研究の重要性

観測値 観測値

47

① ②

V:すべり速度 Vpl:プレート収束速度

半割れケースの場合、複数の強い揺れによる被害が想定される
災害をイメージすることの重要性

PDCAサイクル

48

大規模災害では不測の事態が発生

そのため
事前防災計画
発災時対応計画
BCP,DCP計画などの
各計画の事前点検が必要
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PDCAからOODA（ウーダ）へ
防災減災の視点で

OODA の各段階は次の通りです。
Observe (観察): この段階では思い込みや予断を捨て、被災状況を

把握します。
Orient (状況判断、方向づけ):

次に、把握結果に基づき、対策の方向付けを行います。
被害把握が十分であれば対策精度が高まっています。

Decide (意思決定):
具体的な方針や行動プランを策定します。
適切な被害把握、方向付けが基礎としてあるので、
実効性の確度が増します。

Act (行動): 実際に迅速に行動に移します。

49ビジネスインサイト資料に加筆

「相手の動きを含めた状況分析を行い、自分の戦略作戦を実行する」のが
OODA であり、
「手順に従って状況分析を行い、自分の状況を改善していく計画を立て実行する」の
がPDCA です。

減災～復旧復興～未来社会構想へ

事前の備え

災害時対
応

復旧復興
未来社会構想

様々な分野で活躍できる
人材育成が不可欠

〇２０２４年能登半島地震

死者は石川、新潟、富山3県で累計６５６人となった。

直接死 ２２８人

〇２０１６年熊本地震

死者２７８人 直接死 ５０人

この災害関連死を減らすが今後の課題

防寒、猛暑対策が急務 51

事前復興計画の必要性

• 自分自身

• 家族

• 地域（山陽小野田）

• 県（山口）

• 中四国

• 西日本

• 日本

52
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阪神淡路大震災30年から

Preventable  Death
避けられた死

記憶と探究

1

1995年1月17日5時46分

2

3

１
９
９
５
年
１
月
１
８
日

4- 19 -



１
９
９
５
年
１
月
１
９
日

5 6

7 8- 20 -



9 10

11 12- 21 -



能
登
穴
水
の
仮
設
住
宅
２
０
２
５

13

直接死（住宅関連死？）にも階層性

・生存救出は７２時間以内が圧倒的 ・直接死の５６％が６０歳以上
14

仮設から復興住宅へ（高齢者と低所得者の移動）

加
齢
と
貧
困
の
濃
縮

15

被災者生活支援が求められた理由

仮設入居者調査では、世帯収入100万円未満が30％、300万円未満が75％
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17

災
害
の
巨
大
化
・
多
様
化
に
対
応
す
る
防
災

を
考
え
る
こ
と
が
重
要

直
接
死
と
関
連
死
を
い
か
に
予
防
で
き
る
か

18

室
﨑
益
輝

阪
神
淡
路
大
震
災
の
最
大
の
教
訓
は
防
災
の
主
人
公
は
市
民

・
市
民
団
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

石
橋
克
彦

地
震
は
止
め
れ
な
い
が
震
災
は
努
力
で
軽
減
で
き
る
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 1 

民医連の７０年、何を引き継ぎ、次世代に何を託すのか 

 

20240210 神戸健康共和会・東神戸病院 藤末衛 

はじめに 

今日の経済社会の構造的変化の特徴を格差拡大という言葉で語られるようになって久しい。

そして、人口と疾病構造の変化、保健医療制度の変化、気候変動や災害発生などが相互に影響し

ながら国民の健康問題が構造的に変化することを健康転換と呼ぶようになっている。世界中で

高齢化が進んでいるが、アジア地域のスピードは早く、特に日本は介護保険制度がスタートした

2000 年頃より高齢化率は世界 No.１となっている。地震、台風多発地帯という地域特性も有し

た超高齢・人口減少社会における保健・医療・介護のあり方という点では世界的な最先端の仕事

が求められている。民医連がなぜ生まれ、何を実践してきたか、そしてどこに向かうのかは、そ

の時代の人々の保健・医療・介護のニーズ、経済社会と政治の動向、提供体制とその担い手のあ

り方に深く関連しており、人権、平和、社会進歩の視点で振り返り、今後の展望を倫理的に探り

たい。 

 

第１章 前史としての無産者医療運動と戦後民医連に引き継いだもの（1930−41） 

 第一次世界大戦（1914～18 年）を契機に日本政府は産業の工業化をおしすすめ、重化学工業

が急速な発達を遂げて労働者人口が増大し、それに伴い貧富の格差が顕著となった。戦中の 1917

年ロシア革命ののち、韓国では 3・1 独立運動、日本では米騒動（1918 年）が全国に拡がり、そ

の後 1920 年代には普通選挙運動、労働・農民運動、部落解放運動、女性運動、学生運動、社会

主義運動など、多くの分野の新たな社会運動が生まれ民主主義の高揚期を迎えた（大正デモクラ

シー）。当時の政府は、労働者の不満を抑えながら強兵政策の一環として健康保険制度（1927 年）

を創立した。農村では貧困と医師不足が顕著であったが、産業組合による低額診療目的に医療利

用組合（戦後、農業協同組合に再編、厚生連や医療生協へ）が設立された。しかし 1920 年代後

半には、治安維持法（1925 年）、特高警察の全国配置（1928 年）、山東出兵（1927～28 年）な

ど、強硬外交・軍事膨張・ファシズムへと移行し、ついに 1931 年満州事変を起こし 15 年戦争

に突入した。 

このような時代背景の中で無産者診療所は設立された。治安維持法の改悪に 1 人反対した山

本宣治代議士が暗殺（1929 年）されたことを契機に、「我々の病気を治すためには、我々の病院

を持たねばならぬ。」という呼びかけがされ、1930 年東京大崎に設立された。（初代所長：大栗

清実）その後 11 年間にわたり全国で１病院 23 診療所、準備会は 20 数県に広がり、健康保険に

加入してない人々の診療に取り組んだ。特高警察の監視弾圧の下、侵略戦争に反対し医療制度の

民主化を掲げた歴史的意義は大きかった。それだけに激しい弾圧に遭い、太平洋戦争直前に全て

の無産者診療所は職員の逮捕弾圧などで閉鎖に追い込まれた。戦後の民診、民医連へ、第一に平

和と民主主義を求める闘争の統一、第二に地域と民主的組織に根ざして住民の切実なニーズに

応える診療、運動、運営するという伝統が引き継がれた。 
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 2 

第２章 第二次世界対戦後の時代背景と社会、そして民医連の足跡 

⑴ 敗戦直後、無差別平等の医療求めて民診創設から全国組織結成の時代（1945－60） 

・困窮、感染症蔓延の中で、医療は国民の死活的ニーズだが高嶺の花でもあった 

・新憲法を根拠に民主化と復興、社保審 50 年勧告,生活保護や医療保険などの制度再生 

・GHQ は各地方の基幹病院については国公立病院で整備することを推奨したが実現せず 

・朝鮮戦争前後より米国の対日戦略転換（冷戦構造、反共の防壁、旧支配勢力の復活） 

・全国民医連結成（1953 年）、無差別平等と社会性を重視した綱領（＊1）を決定 

・民医連の担い手は、無産者診療所の経験者、中国帰還者、公的病院のレッドパージ組 

・健康調査や集団検診、災害救援、被爆者医療から平和運動、社会保障制度の改善運動 

・政治主義的傾向と経営困難、1955 年に綱領を改訂（＊1）して医療内容を重視 

・中央社会保障推進協議会設立（1958 年）、国保の給付率充実の運動など 

・朝日訴訟、小児マヒワクチン闘争、安保闘争、三池争議支援など多彩な社会運動 

   ＊情勢激変と価値観大転換が民医連を生み出し、社会と運動が担い手を育てた時代 

⑵ 患者の立場に立つ医療と運動の理念確立、近代化と拡大の時代（1961－80） 

・決定した 61 年綱領（＊1）を医療、経営、社保運動の全ての分野で具体化、前進を開始 

・「成人病」増加、労災、職業病、公害、救急医療危機など高度成長時代の健康問題 

・皆保険で患者増加、診断治療機器の進歩・普及、組織的医療のための病院の近代化 

   ・人口の４割が「憲法を暮らしに生かす革新自治体」に住み、福祉重視が現実化 

   ・医療保障拡大の共闘運動で国庫負担増、給付改善、老人医療費無料化（1973 年）に 

・患者の立場に立つ医療、生活と労働の視点、民主的集団医療など医療理念の確立へ 

   ・各県で病院の設立と拡大、診療所等の建設ラッシュ、県連長期計画の策定 

・学生運動、民医研運動を通じて医師、技術者、事務職の急速な増加と成長 

＊歴史的な安保闘争を経て 61 年綱領を決定し、運動前進、事業拡大した時代 

⑶ 社会保障抑制政策に対峙し、困難突破の模索と組織強化の時代（1981－00） 

・政府による「医療費亡国論」などの医療費抑制や医療不信キャンペーンの展開 

・人権を守る社保運動と規模拡大・駆け込み増床、それを担う職員養成の強化 

・医療、介護費用の公的保障を求める民医連の原則論と政治のギャップも拡大 

・山梨倒産を契機に綱領路線からの逸脱と情勢認識の甘さが経営破綻にとの認識が広まる 

・山梨問題の全国的総括として民医連総会で初めて「共同の営み」が提起される 

・民医連運動のパートナー、共同組織の位置づけを歴史的に強化する戦略の確立 

・阪神淡路大震災の救援活動を通じて、世間の民医連の認知度は高まる 

・民医連医師数の停滞を契機に、アイデンティティーの模索と今日的な医療宣言づくり 

 ＊政治の逆流と低成長時代の困難の中で、原点に立ち戻り組織強化めざした時代 

⑷ 超高齢・格差社会でのたたかいと対応、綱領見直しへ進む時代（2001－10） 

・貧困と格差拡大、超高齢社会における健康問題の複雑化 

・経済、財政危機を理由に社会保障の解体・営利市場化の動きと抵抗運動の高まり 
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 ・介護、慢性疾患の重症化予防、低侵襲先進的がん治療のニーズの高まりと技術進歩  

・人権意識の高まりの中、民医連の掲げた理念の一般化が進む（IC や患者中心の医療） 

・「より開かれた民医連」、医療・介護の経営構造の転換と複合事業体化の促進 

 ・医療事故、痛恨の事件を契機に、存在意義をかけて安全、管理、倫理の抜本的な重視 

 ・根本にある絶対的医師不足を発信し、医師増員の運動を広げ政策転換、政権交代へ 

 ・理念進化と世代継承のための綱領改訂議論と決定、国際人権基準としての健康権重視  

 ＊格差社会の一方で人権意識が高まる中、自らの存在意義を確認・模索した時代 

⑸ 綱領改定後、医療・介護の一体化と健康権実現の公正な世界を求める時代（2011－） 

・東日本大震災・原発事故への全国支援、原発再稼働反対、安保法制と改憲反対運動 

・憲法の平和主義、社会保障への攻撃に対峙し、「人権としての医療介護保障提言 2013」 

・辺野古新基地建設反対運動の継続、翁長県政実現(2014)、「戦後 70 年決議 2015」 

・無差別平等の地域包括ケア実践と「民医連の医療介護活動二つの柱 2016」提起 

・悲願の核兵器禁止条約の成立(2017)、韓国社会的医療機関連合会の結成(2018) 

・人類的災難コロナパンデミックに人権の視点とケアの倫理で立ち向かう 

・旧優生保護法問題の反省と謝罪を通じて自らの人権水準を問い、倫理的未来を模索 

・ロシアのウクライナ侵略戦争の勃発、日本の軍事大国化と非戦、護憲の行動 

＊新自由主義と軍事国家化に対峙して、平和と人権・健康権保障を求め行動する時代 

第３章 民医連の保健・医療・介護活動と社会運動の歴史的な特質とその意義 

⑴ 健康阻害の原因の原因に迫る実践から「共同の営み」の理念への発展 

健康阻害や病気の要因には直接的原因があり、その上流に根本的原因がある事が多く、特に

健康の社会的決定要因・SDH を重視しなければならない（マイケル・マーモット：The Health 

Gap）。病因には、三つの要因（生物学的、社会的、外力・環境的）がそれぞれ独立しながらも

複雑に関連している。（フュックス：医療経済学の将来）。世界的な公衆衛生と医療経済学の泰

斗である 2 人の言説に従えば、民医連は診療と社会運動において以下のように、生物医学をア

カデミアに学びつつ、災害救援を含むアウトリーチや、人権擁護、政治的行動をすすめてきた。 

① 生物学的な要因に対して 

・ 臨床各分野の学習・研鑽、エビデンスを活かす日常診療、安全文化の醸成 

   ・ 民主的集団医療から権威勾配のないチーム医療、患者中心の医療へ 

・ ポピュレーションアプローチとしての地域丸ごと健康づくり 

② 社会的な要因（SDH）に対して 

       ・ 貧困と孤立、克服の運動、社会保障制度充実の運動 

   ・ 現場での社会資源活用、居場所作り、HPH 活動、無料低額診療の普及 

③ 外力、環境的な要因に対して 

        ・ 災害支援活動（地震、風水害など）の取り組みから MMAT の創立へ 

・ 被爆、原発、平和などの国民的課題への取り組み 

       ・ 労災、アスベスト、公害・環境問題への取り組み 
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1953 年全国民医連創立時の須田初代会長談話（＊2）に示された社会保障の担い手としての

態度を一貫して追求し、そしてなるべく専門家のパターナリズムに陥ることを戒めながら、 

社会保障分野の担い手としての倫理的態度と実践を貫く「共同の営み」という理念に到達した。 

今日の民医連における「共同の営み」の理解は、個人の尊厳を第一とした、人権としての
健康権保障を実現するための基本的な個人と担い手である私たちの関係論であり、より良
い療養と自己決定を求める個人と公正（Justice）かつ共感的な医療介護分野の担い手が相
互に協力する社会的営為とまとめることができる。すべての個人が健康に向かって自ら努
力し、専門家の支援や制度を利用できる、その人が望みうる健康状態を権利として具体的
に実現すること（Right to Health）を国が保障しなければならない、これが現在の国際人
権基準であり私たちが目指さねばならないものである。国連の健康への権利に関する初代
特別報告者ポール・ハント教授は「我々国連人権機関の委員は、academic activist 研究者
兼活動家であり、advocator 人権擁護者でなければならない」と各国政府に政策的なアプロ
ーチを挑んでいるという（藤田早苗：武器としての国際人権）。 

また、20 年前の民医連 50 周年の講演で日野秀逸教授は、「1973 年当時の職員教育テキ
ストに医師患者関係は対等平等、相互の協力で治療すると定義され、1983 年に共同の営み
が総会方針に登場する。これは日本の医療史の中で特筆されるべきことだ」と述べた。 

また、清水哲郎氏は臨床倫理 4 原則の自律原則（自己決定を最優先）の改定を推奨し、
自己決定の上位概念として個人の尊厳を置き、医療行為は医療者と患者の共同行為として
実行することを提案している。（「生命と人生の倫理」2005 年放送大学教育振興会） 

「共同の営み」は、民医連事業所の創設過程と健康阻害の原因の原因に迫る実践による
必然的な到達であり、今後とも具体的にその内容を深め、発展させるべき理念である。 

⑵ 平和と人権、社会保障実現のための一貫した行動と政治参加 
第２章で見たように民医連は憲法の平和主義と人権尊重、社会保障を一体のものとして

政府に対し一貫して要求、行動してきた。これは、二度と世界戦争を起こさないために定
められた国連憲章の主旨に沿ったものであり、国連憲章をさらに確実にするために日本国
憲法は９条、25 条を定めている。平和と健康は一対のものであり、非戦と社会保障を一体
に追求することは日本の民主運動の伝統ともなっており、今後に引き継がねばならない。 

民医連綱領に「いっさいの戦争政策に反対する」ことを明記し、改憲策動とのたたかい、 
被爆者医療の実践や被爆の実相を世界に知らせた国際シンポジウム、被爆者援護法制定や
核兵器廃絶への行動、自衛隊海外派兵反対や辺野古支援連帯行動など、一貫して平和と憲
法擁護の行動を続けてきた。2004 年より「９条の会」、2010 年特定秘密保護法から安保法
制（戦争法）反対の大きな運動に参加した。被爆者運動を背景に 2017 年、核兵器禁止条約
を成立させた。一方、同じく第２章で見たように 6－70 年代の国民皆保険や医療保険給付
改善に広範な共同で前進するものの、80 年代からは公的医療費削減政策が長らく続いた。
ジリジリと健康格差拡大と高齢化の進行による健康問題が顕在化する中で「軍事費よりも
社会保障に税金を」、「絶対的医師不足の解決を」の運動を進め、2013 年には「人権として
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の医療・介護保障めざす提言」を発表し、制度的提案と自らの活動方向を定めた。また阪
神淡路大震災、東日本大震災などの大規模な災害支援、生活支援に取り組み、被災者生活
再建支援法の成立と充実を要求し、福島原発事故に対して被爆者医療の経験を生かして現
地の住民を支援、その後原発再稼働反対、廃止の運動に発展した。 

⑶ 痛恨の教訓も糧とし、事業発展と職員の成長を追求する自己変革の姿勢 
 民医連創立当時は、志ある個人開業医の参加が相当数存在した。これは歴史の積極的側面
であったが、事業と運動を大きくしてゆくために院所の非営利法人化が必然的に進んでい
った。全国各地に民医連組織が広がり、規模も拡大という発展の中での困難や痛恨の経験も
増えてきた。組織の力量を超えた投資による失敗や管理運営の未熟さは、経営破綻や職員の
退職を生み、その都度再建のための特別の努力の集中と総括を繰り返してきた。 

歴史的な転機となったのは、1983 年山梨勤医協の倒産（日本の医療史上最大規模の負債
総額）であった。全日本民医連理事会は、何としても再建するための行動をとりつつ全面的
な総括を行なった。医療、経営、運動、すべての側面からその誤りを明確にし、民医連的再
建と全国的支援を呼びかけ実行した。当初、全日本民医連理事会と現地に対し厳しい批判的
意見も多数出されたが、再建闘争の中で、民医連の医療理念としての共同の営みの提案、法
人院所が独善的にならないためにも共同組織の抜本的強化の提案がなされた。それに応え
て現地山梨民医連の全職員と共同組織の大奮闘で見事に 1 年前倒して経営再建がなされた。
また、山梨問題を起点に「民医連とはいかにあるべきか」を自らに問い直す中で全国組織の
団結は深まり、進むべき方向が定まっていった。 
 2000 年、経営再建中の耳原総合病院でセラチア菌の院内感染による患者死亡事故が発

生、届出義務のない事象ながら事実を公表して調査研究、日本の院内感染予防対策に貢献し
た事例、2002 年、川崎協同病院における「気管内チューブ抜去・筋弛緩剤投与事件」を公
表して医療現場の倫理を問う事件など、医療事故・事件の事実を隠さず、再発予防のための
徹底した総括と教訓化を組織的に行なった。そして、①病院管理運営の抜本的改革、②共同
の営みの理念の日常的な点検と学習、③職員の倫理的な教育と民主主義の能力の向上に取
り組む方針確立と実践につなげた。「1 人で決めない、一度で決めない」「困難は全国の知恵
と連帯で打開する」といった民医連の合言葉も誕生した。大きな事故や事件に対して組織と
して向き合って解決をめざし、世間にも発信することは、医療界からの信頼、地域からの信
頼を得る上でも重要であったと言える。 

歴史に取り組んできた医学生、看学生をはじめとする学生運動や奨学生への支援や民医
連の職員育成は、医療・介護の担い手の多様性の尊重と倫理的な成長をめざすものだった。
最近では、旧優生保護法下の強制不妊手術問題に対する見解と謝罪表明を行い、自らのパタ
ーナリズムを克服し、高い倫理観を獲得してゆくための今後の取り組みを提案した。2024
年の今日から見ても、2010 年の綱領改定は半世紀にわたる 61 年綱領の実践をへて到達し
た民医連の成長と自己変革の総括であり、東日本大震災やコロナ禍にも正面から立ち向か
い歴史的な使命を果たす羅針盤となったと言えるだろう。 
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第４章 権利としての社会保障実現と民医連の役割の未来を倫理しよう 

第３章民医連の 70 年を振り返る中で導き出せる三つの歴史的な特質を述べた。自らの行動の

歴史を客観的にとらえ、世界の進歩的な営為に学ぶことで今後の民医連がどのような未来をめ

ざすのかを共に考えたい。現綱領決定後の最初の 10 年間、民医連会長の任にあった実践者とし

て次代のみなさんに今後に引き継ぎ、さらに発展させてほしいコンセプトを提案したい。それは、

個人の尊厳、人権実現、多様性の尊重、事業と運動の継続可能性という四つの視点での追求であ

る。若いみなさんには、民医連 70 年の歴史と教訓を使いこなして未来を創っていってほしい。     

＊Personal Dignity(個人の尊厳)  ＊Human Right(人権)  

＊Diversity(多様性)        ＊Sustainability(継続可能性) 

⑴ 尊厳 : 個人の尊厳のために「共同の営み」を倫理的規範として全活動に貫く 

新型コロナウィルス・パンデミックがコロナ禍と言われ、人々にも「・・・でも仕方な

い。」という空気が醸しだされた。医療提供者の奮闘虚しく高齢患者には相当数の治療差

別をせざるを得ず、貧困と格差も拡大して個人の尊厳は著しく損なわれた。新型インフル

エンザ・パンデミック総括時の教訓は生かされず、効率化一辺倒の医療供給体制の再編が

なされてきたことの問題は大きかった。福島原発事故を忘れたかのように政府の原発再稼

働前のめりが止まらない。世界では気候危機が健康被害をもたらしつつあるというにも関

わらず、化石賞をもらう政府の存在。一方、生命科学、医療技術の進歩は目覚ましく、日

常診療においても倫理的思考が臨床医、患者共に追いつかない状況にあり、警戒しなけれ

ばパターナリズムに陥る危険がある。今後とも個人の尊厳を守ることを最上位にした公正

でかつケアの倫理としての「共同の営み」の理念をさらに深化発展させてほしい。 

   

⑵ 人権 : 国際人権基準、健康への権利を平和で幸福な生存のためのものさしに 

人権とは、自己の能力と可能性を発揮できることを助ける義務が国にあり、生まれなが

らに全ての人が国の助けを求めうる権利である（国連の人権高等弁務官事務所）。なぜ日

本がこれほどまで人権後進国になってしまったのか、それは第一に、自由と民主主義を求

める国民的な運動に敵対的な対応をする政府の中央集権的なあり方、第二に、国際人権条

約を批准しているにも関わらず勧告に従わず無視する政府の姿勢、第三に、日本国憲法を

押しつけ憲法と称して改憲を結党の目的としている政党が政権の座に長らくあることな

どがその理由の中心である。直近では、障害者の権利条約のすべての条項で是正勧告され

たが、まともに受け止めていない。国際的には常識となっている独立性のある国内人権機

関もない、個人通報制度は認めないままである。今日、国際人権基準はどんどん進化を遂

げ、抽象的ではなく健康への権利（Right to Health）でも具体的指標を持った勧告、政策

アプローチがされているが、ここでも政府はガラパゴス化している。日米安保条約には従

順であるが、人権条約には反抗的、国連では日本政府のダブルスタンダードは批判の的で

ある。 

歴史的に民医連は、「権利としての社会保障を求める運動は民医連運動のたましい」と
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呼んできた。かつて、生活保護訴訟をたたかった朝日茂さんは、「権利はたたかう者の手

にある」と言ったが、今後の民医連の人権擁護、権利としての社会保障めざす運動は国際

人権基準に照らした運動でなければならない、国際人権はたたかいの有力な武器である。

国連の人権機関の専門家は、自らを３A（Academia, Advocator, Activist ）と呼ぶらしく、

私たちも国連の NGO、HPH ネットワークとして内外に発信し、国内の人権団体や法律

家だけでなく韓国の社会的医療機関連合とも協力して世界と日本の人権実現の流れを創

る主体者であり続けたい。 

 

⑶ 多様性 : 平和的生存を求める人々の多様性を尊重し、平和と健康に接近する 

性、年齢、国籍を問わず、さまざまな背景を持ち異なる価値観を持った人々が互いに認 

め合いながら新たな価値（民医連でいえば、平和と健康を求める使命を共有して）を創っ

てゆくことを多様性の尊重と定義するならば、多様性の尊重ぬきは民医連の事業と運動

のさらなる発展はあり得ない。古くは「統一戦線論」、今日的には協力共同して新しい価

値を創造する組織論の前提にあるのが多様性の尊重と言えるだろう。 

「未来に向かって民医連の医師と医師集団は何を大切にするのか」（2019 年）では、医 

師一人ひとりの多面性・多様性を 大切にしながら、持続成長できる医師集団を形成よ

うと提起し、医師集団の中にある共通項、使命を見つめ、多職種の垣根のない協働で実

現しようと提起した。そして、43 回総会では、「民医連とその事業所に対する地域の人々

の信頼は、民医連綱領に基づく医療介護を実践し、健康権の担い手として奮闘する 1 人

1 人の職員への信頼から生まれる。事業所は、全ての職種の技術、技能の修練と社会的

な使命の自覚が促進されるよう支援し、さらに人間的発達のできる組織になるよう実践

しよう。」と呼びかけた。社会にパワハラが横行し、自己責任と経営効率を過度に求める

組織のあり方が蔓延する中で、全ての職員が患者さんや同僚を尊敬し、協働する事が新

たな価値を生み、真の効率を導くような組織文化につながると考えた。 

民医連綱領は、「私たちは、この目標を実現するために、多くの個人、団体と手を結 

び、国際交流をはかり、共同組織と力をあわせて活動します。」と結んでおり、多様性 

の尊重に基づく運動論とも言えるものである。 

⑷ 継続可能性 : 事業を非営利・協同の視点と科学的管理で継続させる 

    2014 年、41 回民医連総会において全日本民医連の 60 年を振り返り、信頼と前進を築 

いた３つの要の一つとして、住民参加と非営利の原則、科学的管理と民主的運営による事 

業展開をあげた。矛盾の多い医療介護制度の中で、患者利用者の権利を守り、かつ医療介 

護従事者の健康と生活を守ることは容易ではない。何度も失敗や危機を乗り越えられた 

のは、まず患者さんと共同組織、そして地域からの信頼に依拠して、非営利の組織の経営

と運営を我流にならず継続してきたためである。無料低額診療や無差別平等の地域包括

ケア、共同組織による健康なまちづくりなど地域に丸ごと貢献する中で経営を成り立た

せる実践を進めたい。事業継続なくして存在意義なし。（完） 
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は
じ
め
に

　
あ
の
瞬
間
か
ら
20
年
過
ぎ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
年
月
は
、

救
援
、
復
旧
、
復
興
、
防
災
を
検

証
す
る
に
十
分
な
時
間
で
し
た
。

災
害
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
が
あ
り

ま
す
。
災
害
の
原
因
と
規
模
、
時

代
や
政
治
状
況
、
被
災
前
の
人
々

の
住
居
、
生
業
、
生
活
、
そ
し
て

文
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
被
害
も
復

旧
・
復
興
の
様
子
も
違
い
ま
す
。

何
を
教
訓
と
す
べ
き
か
、
東
日
本

大
震
災
に
活
か
さ
れ
た
経
験
は
何

か
、
こ
れ
か
ら
の
大
災
害
に
ど
ん

な
備
え
が
必
要
か
、
共
に
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
地
震
の
象
徴
的
な
写

真
で
す
（
写
真
）。
１
階
が
潰
れ
、

寝
て
い
る
人
が
亡
く
な
る
と
い
う

こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
大
体
高

齢
者
は
１
階
で
寝
る
こ
と
が
多
く
、

た
く
さ
ん
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
住

吉
駅
が
東
神
戸
病
院
の
最
寄
り
の

駅
で
す
。
駅
前
に
、
生
活
協
同
組

合
で
あ
る
コ
ー
プ
神
戸
本
部
ビ
ル

が
あ
り
、
こ
の
本
部
ビ
ル
が
真
横

に
倒
れ
た
関
係
で
、
病
院
前
の
道

が
不
通
に
な
り
東
神
戸
病
院
の
駐

車
場
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
に
、
全
国
各
地
の
支
援
の
救
急

車
十
数
台
が
待
機
、
往
来
し
て
い

ま
し
た
。

　
病
院
の
１
階
の
ソ
フ
ァ
ー
が
全

部
ベ
ッ
ド
に
な
り
１
６
０
床
の
病

院
な
の
で
す
が
、
ピ
ー
ク
時
は
３

０
０
人
を
超
え
る
人
を
収
容
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は

近
隣
に
住
む
医
師
、
３
日
目
か
ら

は
全
国
の
民
医
連
か
ら
医
師
や
看

護
師
が
支
援
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

支
援
の
医
師
や
看
護
師
が
自
主
的

に
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
毛
布
な
ど
を

敷
き
、
区
画
を
つ
く
っ
て
仮
設
の

震
災
病
棟
が
出
来
ま
し
た
。
そ
し

て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
内
科
的

疾
患
の
増
悪
な
ど
の
外
傷
な
ど
で

は
な
い
地
震
と
直
接
関
係
の
な
い

患
者
さ
ん
が
救
急
搬
入
、
来
院
さ

れ
る
状
況
が
続
く
た
め
に
、
支
援

の
医
師
、
看
護
師
、
事
務
３
人
が

セ
ッ
ト
に
な
っ
た
部
隊
を
多
い
時

に
は
30
隊
つ
く
り
、
震
災
の
５
日

目
か
ら
東
灘
の
激
震
地
域
の
全
戸

訪
問
を
し
ま
し
た
。
住
民
は
避
難

所
に
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す

１  

あ
の
瞬
間
の
記
憶
を
た
ど
る
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が
、
か
な
り
の
人
た
ち
が
、
崩
れ

た
家
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

　
さ
て
震
災
当
日
は
、
ま
ず
、
縦

揺
れ
で
驚
き
ま
す
。
縦
揺
れ
の
と

き
は
、
体
を
移
動
す
る
こ
と
が
可

能
で
し
た
。
私
の
ア
パ
ー
ト
は
３

階
、
子
ど
も
が
２
人
、
上
の
子
が

小
学
生
、
下
の
子
が
ま
だ
２
歳
ぐ

ら
い
で
し
た
。
私
だ
け
別
の
部
屋

で
寝
て
お
り
、
隣
の
部
屋
の
子
ど

も
た
ち
と
家
内
の
と
こ
ろ
ま
で
、

縦
揺
れ
の
と
き
に
動
い
て
、
子
ど

も
の
上
に
お
ぶ
さ
り
ま
し
た
。
静

か
に
な
っ
て
気
が
つ
い
た
ら
、
私

が
寝
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
タ
ン
ス

や
何
か
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ

て
倒
れ
て
い
ま
し
た
。
私
自
身
は

子
ど
も
の
方
へ
移
動
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
間
一
髪
、

け
が
も
全
く
な
し
と
い
う

状
況
で
し
た
。

　
す
ぐ
に
両
親
の
自
宅
と

病
院
に
電
話
を
し
、
人
工

呼
吸
中
の
患
者
さ
ん
の
家

に
も
１
〜
２
件
電
話
を
し

て
、
真
っ
暗
な
中
５
〜
６

分
で
病
院
に
着
き
ま
し

た
。
地
震
直
後
は
電
話
が

通
じ
ま
し
た
。
病
院
の
山

側
に
私
は
住
ん
で
い
た
関

係
で
、
被
害
が
あ
ま
り
見

え
な
い
ま
ま
病
院
に
は
い

り
、
３
日
間
外
に
は
で
て
い
ま
せ

ん
。
私
が
病
院
に
着
い
た
の
は
６

時
過
ぎ
で
す
。
真
っ
暗
な
の
で
す

が
、
人
の
気
配
が
あ
る
の
で
す
。

目
が
慣
れ
て
見
え
て
く
る
と
、
頭

か
ら
血
が
流
れ
た
人
た
ち
が
ソ

フ
ァ
ー
に
座
っ
て
い
ま
し
た
。
誰

も
し
ゃ
べ
ら
ず
に
、
じ
っ
と
病
院

の
ソ
フ
ァ
ー
で
待
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
う
い
う
方
が
結
構
居
ら
れ

ま
し
た
。
夜
明
け
と
と
も
に
、
息

を
し
て
い
な
い
人
々
が
運
び
こ
ま

れ
、
当
日
で
大
体
70
人
ぐ
ら
い
死

亡
確
認
し
ま
し
た
。
初
め
の
外
来

は
静
か
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ

の
１
時
間
後
ぐ
ら
い
に
は
、
ど
や

ど
や
と
運
び
込
ま
れ
、
も
う
完
全

に
戦
場
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま

し
た
。

　
１
週
間
目
の
明
け
方
の
３
時
ご

ろ
、
今
の
状
況
を
少
し
気
分
、
感

情
を
含
め
て
記
録
し
て
お
か
な
け

れ
ば
と
、
一
文
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
な
か
に
、「
悲
嘆
と
高
揚
感
、

こ
れ
が
入
り
混
じ
っ
た
状
態
」
と

表
現
し
て
お
り
、
死
と
生
が
全
く

の
隣
り
合
わ
せ
と
い
う
感
じ
が
し

た
の
で
し
ょ
う
。
生
き
て
い
る
の

は
偶
然
、
助
け
合
う
の
が
当
然
、

生
き
残
っ
た
人
々
は
非
常
に
興
奮

し
て
い
ま
す
。

　

　
自
然
災
害
と
し
て
検
証
す
る
上

で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
３
つ
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、

直
下
型
の
巨
大
地
震
、
建
物
等
の

倒
壊
と
火
災
が
被
害
を
特
徴
づ
け

ま
す
。
二
つ
目
は
、
早
朝
の
大
都

２  

阪
神・淡
路
大
震
災
、

  　
　
　
　
ど
ん
な
災
害
だ
っ
た
の
か
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市
部
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
が
も
し
、
東
日
本
大
震
災
の
時

間
帯
に
起
こ
っ
て
い
た
ら
、
死
者

は
た
ぶ
ん
こ
れ
で
は
済
ま
な
い
し
、

交
通
機
関
の
な
か
で
も
亡
く
な
っ

て
、
家
族
は
散
り
散
り
ば
ら
ば
ら

と
い
う
状
態
が
起
こ
っ
た
可
能
性

は
非
常
に
高
い
と
思
い
ま
す
。
た

ま
た
ま
５
時
46
分
と
い
う
こ
と
で
、

多
く
の
人
が
寝
て
い
る
時
間
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、

超
高
齢
社
会
の
入
口
で
起
こ
っ
た

こ
と
。
２
０
０
０
年
に
日
本
の
高

齢
化
率
が
世
界
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
数
年
前
で
し

た
。
こ
の
３
つ
が
、
自
然
災
害
と

し
て
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　
死
者
は
６
４
３
２
人
、
多
く
の

方
が
発
災
か
ら
１
時
間
以
内
に
亡

く
な
っ
て
い
る
と
の
予
測
が
検
死

の
結
果
出
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど

が
圧
死
と
い
う
こ
と
で
す
。
負
傷

者
が
4
万
３
０
０
０
人
、
東
日
本

大
震
災
と
比
べ
て
負
傷
者
が
極
め

て
多
い
の
は
、
建
物
が
ぐ
ち
ゃ
っ

と
縦
に
潰
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常

に
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
も
、
４
万
３
０
０
０
人
の
う
ち
、

重
症
と
い
う
範
囲
に
入
る
方
が
１

万
人
で
、
そ
の
後
震
災
障
が
い
者

の
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
建
物
は
、
全
壊
10
万
、
半
壊
14

万
、
一
部
損
壊
40
万
、
全
焼
７
０

０
０
と
、
避
難
所
に
は
一
時
32
万

人
、
仮
設
に
５
万
世
帯
入
り
ま
し

た
。
応
急
仮
設
に
入
っ
た
後
、
復

興
住
宅
に
移
っ
て
行
く
と
い
う
単

線
型
の
住
宅
復
興
で
、
高
齢
者
や

障
が
い
者
を
優
先
に
、
ば
ら
ば
ら

に
二
度
の
抽
せ
ん
で
入
っ
て
い
く

の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
よ

う
が
な
い
と
い
う
状
況
が
い
ま
だ

に
続
き
、
こ
れ
が
孤
独
死
の
問
題

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
都
市
型
と
い
う
点
で

は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
再
建
す
る

の
が
大
変
で
、
水
道
、
ガ
ス
の
最

終
復
旧
は
ひ
と
月
以
上
遅
れ
る
と

い
う
状
況
で
し
た
。
医
療
は
特
に

水
が
非
常
に
大
事
で
、
特
に
透
析

の
患
者
さ
ん
は
、
水
な
し
に
は
話

に
な
り
ま
せ
ん
。

　
東
灘
救
急
隊
の
資
料
か
ら
、
救

急
搬
送
の
状
況
が
わ
か
り
ま
す

（
表
①
）。
東
灘
区
に
は
、
病
院

が
５
つ
あ
り
ま
す
。
人
工
島
に
あ

る
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
病
院
、
山
の

中
腹
に
あ
る
甲
南
病
院
、
宮
地
病

院
は
倒
壊
、
住
吉
川
病
院
は
、
透

析
専
門
で
す
。
一
般
病
院
で
、
道

路
を
使
っ
て
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い

病
院
が
東
神
戸
病
院
で
し
た
。

　
地
震
初
日
、「
救
急
車
が
来
る

の
は
い
い
け
ど
、
す
ぐ
に
治
療
は

で
き
な
い
、
ど
う
す
る
」
と
聞
い

た
ら
、「
い
や
、
も
う
情
報
が
な

く
て
、
と
り
あ
え
ず
機
能
し
て
い

る
病
院
に
運
ん
で
い
る
」
と
い
う

話
で
し
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
す

べ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ど
う
い
う
病
状
の
方
が
来
ら

れ
た
か
で
す
が
（
表
②
）、
初
め

の
３
日
間
は
、
血
気
胸
と
か
、
ク

ラ
ッ
シ
ュ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
で
す
。

最
初
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
も
撮
ら
ず
に

チ
ュ
ー
ブ
を
胸
に
刺
し
た
り
、
足

が
腫
れ
て
来
る
人
は
も
う
待
て
な

い
、
電
気
が
つ
い
た
り
消
え
た
り

す
る
な
か
で
、
ガ
ス
の
麻
酔
を
し

て
、
大
腿
部
を
縦
に
ば
ん
と
メ
ス

で
切
開
し
て
い
き
ま
す
。
応
急
の

処
置
を
し
た
上
で
、
重
症
の
方
か

ら
大
阪
の
方
に
搬
送
す
る
、
ま
さ

に
野
戦
病
院
で
し
た
。

３  

当
時
の
災
害
医
療
と
今
日
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そ
の
後
、
心
不
全
や
消
化
管
出

血
、
肺
炎
、
こ
う
い
っ
た
も
の
は

減
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
寒

冷
な
ど
の
避
難
所
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
流

行
り
ま
し
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
内

科
的
な
対
応
の
必
要
性
、
中
等
以

上
の
患
者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
発
生

し
て
い
る
こ
と
に
３
日
目
ぐ
ら
い

に
気
づ
き
ま
し
て
、
４
日
目
か
ら

避
難
所
、
そ
の
後
全
戸
の
家
の
訪

問
を
開
始
し
て
い
っ
た
と
い
う
経

過
で
す
。

　
当
時
の
医
療
か
ら
見
て
ど
う

だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

発
災
当
時
の
情
報
と
い
う
の
は
、

大
変
混
乱
し
て
お
り
ま
し
た
。
救

急
車
が
負
傷
者
を
乗
せ
る
の
だ
け

ど
ど
こ
へ
行
っ
た
ら
い
い
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま

し
た
。
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
が
、
被
災
地
外
に
伝
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

夜
か
ら
は
車
で
の
避
難
を
し
始
め

た
方
々
が
お
ら
れ
た
関
係
で
、
全

く
車
が
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
が

起
こ
り
、
情
報
も
患
者
移
動
も
一

層
困
難
と
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も

の
病
院
に
、
初
め
て
報
道
が
入
っ

た
の
は
、
朝
日
新
聞
で
も
、
神
戸

新
聞
で
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｂ

Ｂ
Ｃ
で
し
た
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
ク
ル
ー

に
「
な
ん
で
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
こ
こ
へ
来

る
の
だ
」
と
聞
き
ま
す
と
、「
Ｂ

Ｂ
Ｃ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
そ
う
書
い

て
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
大
災
害

が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
負
傷
者

が
集
ま
る
場
所
に
、
ま
ず
取
材
に

行
く
の
が
鉄
則
だ
と
い
う
ふ
う
に

決
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
日
本

の
報
道
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
い
ま

す
と
、
高
速
道
路
と
か
、
建
物
と

か
に
地
震
直
後
の
目
線
が
い
っ
て

ま
し
た
。

　
被
災
地
は
、
当
然
診
療
機
能
が

ぐ
っ
と
低
下
し
ま
す
。
初
め
の
３

日
間
で
約
２
０
０
０
人
、
救
命
処

置
だ
け
で
な
く
、
玄
関
で
降
圧
剤

表１　東灘救急資料にみる当院の役割

表２　震災後１ヵ月間の全体的な疾病動向
（1月17日～2月17日）
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な
ど
の
薬
を
提
供
し
た
り
、
け
が

の
処
置
や
縫
合
な
ど
を
す
る
の
で

す
が
、
針
も
糸
も
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
一
般
に
は
そ
れ
以

上
は
無
理
と
な
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ
は
、
２
日

目
の
夜
に
、
支
援
の
調
査
隊
が
入

り
、
３
日
目
か
ら
医
師
、
看
護
師

支
援
が
大
量
に
来
る
こ
と
に
な
り
、

い
き
な
り
ス
タ
ッ
フ
が
10
倍
化
し
、

１
週
間
目
は
、
一
晩
に
２
０
０
人

ぐ
ら
い
の
医
師
、
看
護
師
が
押
し

寄
せ
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。
医

療
材
料
も
大
量
に
支
援
物
資
と
し

て
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
夜
中
の

２
時
か
ら
５
時
の
間
、
に
支
援
隊

が
着
く
の
で
、
事
前
に
勤
務
表
を

つ
く
り
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

そ
し
て
夜
明
け
と
と
も
に
仕
事
が

始
ま
る
、
こ
ん
な
感
じ
で
し
た
。

　
神
戸
中
央
市
民
病
院
が
、
損
壊

や
液
状
化
現
象
で
医
療
機
器
の
使

用
困
難
、
交
通
の
遮
断
で
機
能
麻

痺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

人
工
島
に
最
後
の
砦
の
病
院
が
あ

る
と
、
大
き
な
災
害
が
起
こ
っ
た

と
き
、
大
橋
が
通
れ
な
い
の
は
大

変
な
事
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
が

証
明
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
避

難
所
に
救
護
所
と
い
う
の
が
設
け

ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
仮
設
の
応
急
処

置
所
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
保

険
医
薬
品
は
使
っ
て
は
い
け
な
い
、

点
滴
等
も
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
大
学
病
院
や
日
赤

か
ら
医
師
や
看
護
師
が
派
遣
さ
れ

常
駐
す
る
の
で
す
が
、
市
販
薬
を

あ
げ
る
、
あ
る
い
は
消
毒
す
る
ぐ

ら
い
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
東
日
本
大
震
災
で
は
、
医
療
救

援
体
制
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

集
団
災
害
医
療
学
会
が
２
０
０
０

年
に
発
足
し
ま
し
た
。
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

が
い
ち
早
く
派
遣
さ
れ
、
機
敏
に

活
動
し
、
現
地
で
は
災
害
拠
点
病

院
が
柱
と
な
り
、
広
域
搬
送
し
な

い
と
手
術
で
き
な
い
と
搬
送
を
空

輸
で
行
う
と
シ
ス
テ
ム
も
稼
働
し

ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
た
、

非
常
に
前
進
し
た
と
思
い
ま
し
た
。

た
だ
、
東
日
本
大
震
災
は
水
死
者

が
多
く
負
傷
者
が
阪
神
に
比
べ
少

な
い
、
し
か
も
直
下
型
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
亡
く
な
っ
て
い
る

人
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
重
症
の

負
傷
者
は
阪
神
に
比
べ
る
と
少
な

く
、
広
域
搬
送
の
必
要
性
は
少
な

か
っ
た
の
で
す
。
避
難
所
の
医
療

も
随
分
変
わ
り
、
医
師
、
看
護
師

が
地
域
を
訪
問
す
る
こ
と
も
普
通

に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
神
戸
市
消
防
局
の
救
出
人
員
数

デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。（
表
③
）

瓦
礫
の
中
か
ら
救
出
し
て
、
生
存

者
が
初
日
は
８
割
、
２
日
目
が

28
％
、
３
日
目
が
21
・
８
％
で
、

も
う
４
日
目
に
な
り
ま
す
と
、
極

め
て
厳
し
い
結
果
で
し
た
。「
７

２
時
間
以
内
に
救
出
し
な
け
れ
ば

だ
め
だ
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ

と
か
ら
で
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、

最
も
救
出
に
力
を
発
揮
し
た
の
は
、

近
所
の
人
と
消
防
団
員
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
直
下
型
地
震
で

あ
っ
た
こ
と
が
死
者
、
負
傷
者
の

状
況
に
直
接
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
と
社
会
的
、
経
済
的
弱

者
に
よ
り
強
く
人
的
被
害
が
出
ま

し
た
。
生
活
保
護
の
方
の
死
亡
率

は
、
一
般
の
人
の
死
亡
率
の
５
倍

と
い
う
デ
ー
タ
が
出
ま
し
た
。
こ

れ
は
恐
ら
く
住
ん
で
い
る
家
屋
の

問
題
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。「
記
事
を
書
く
た

め
に
デ
ー
タ
が
欲
し
い
」
と
の
こ

４  

被
災
者
の
実
態
と
復
興
の
現
実
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と
で
、
神
戸
新
聞

の
記
者
が
４
日
目

ぐ
ら
い
か
ら
病
院

に
張
り
つ
き
、
資

料
整
理
係
を
引
き

受
け
て
く
れ
ま
し

た
。

　
応
急
仮
設
住
民

の
生
活
実
態
調
査

を
見
る
と
、
入
居

者
の
家
族
全
体
の

収
入
１
０
０
万
円
未
満
が
30
％
、

３
０
０
万
円
未
満
が
75
％
、
所
得

水
準
が
低
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
し
て
高
齢
者
を
優
先
し
な
が
ら
、

平
等
性
を
重
視
す
る
と
し
て
ま
た

抽
選
が
お
こ
な
わ
れ
、
復
興
住
宅

へ
移
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
災

害
公
営
住
宅
入
居
者
の
高
齢
化
率

（
表
⑦
）
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
神
戸
地
区
で
災
害
公
営
住
宅

に
入
っ
た
方
の
高
齢
化
率
は
45
％

で
一
般
の
３
倍
の
高
齢
化
率
に

な
っ
て
お
り
、
当
然
収
入
源
は
、

年
金
の
み
が
圧
倒
的
で
す
。
生
活

支
援
や
介
護
が
必
要
な
人
が
圧
倒

的
な
住
宅
で
は
、
助
け
合
い
も
成

立
し
に
く
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

が
形
成
し
ず
ら
い
状
況
が
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
頑
丈
な
住

宅
が
で
き
、
家
の
な
か
で
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
全
く
わ
か
り
ま

せ
ん
。
六
甲
お
ろ
し
の
よ
う
な
風

が
吹
き
ま
す
と
、
鉄
の
ド
ア
が
あ

け
ら
れ
な
い
と
い
う
人
が
い
っ
ぱ

い
い
た
わ
け
で
す
。
３
年
も
待
っ

て
応
急
仮
設
か
ら
移
っ
て
き
て
孤

独
死
し
て
も
発
見
が
遅
れ
る
と
い

う
皮
肉
な
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
建
物
の
倒
壊
と
い
う
中

で
重
傷
負
傷
者
が
発
生
し
、
そ
の

中
か
ら
震
災
障
害
者
が
生
ま
れ
ま

し
た
が
原
因
責
任
が
追
求
で
き
な

い
こ
と
も
あ
っ
て
救
済
の
手
が
届

き
ま
せ
ん
で
し
た
。ク
ラ
ッ
シ
ュ

症
候
群
で
何
と
か
生
命
を
と
り

と
め
た
け
れ
ど
、
非
常
に
筋
肉

が
や
せ
衰
え
て
し
ま
っ
て
立
て

な
い
、
歩
け
な
い
、
働
け
な
い

方
が
発
生
し
、
補
償
が
き
わ
め

て
不
十
分
な
ま
ま
で
し
た
。
行

政
が
震
災
障
害
者
の
存
在
を
認

め
た
の
は
２
０
０
９
年
で
し
た
。

総
じ
て
、人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
復
興
を
第
一
に
し
な
か
っ
た

復
興
理
念
が
招
い
た
貧
困
と
格

差
の
拡
大
で
し
た
。

表３　神戸市消防局の救出人員数（%は救出率）

表３－１　消防団員による救助者
団名 東灘 灘 葺合 生田 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 水上 合計

救助人員 219 117 28 73 47 4 391 76 2 － 1 958
うち生存 129 109 22 73 41 4 367 71 2 － 1 819
うち死亡 90 8 6 － 6 － 24 5 － － － 139

表５　災害公営住宅入居者の高齢化率

表５－１　復興公営住宅入居世帯の収入源

入居者数 内65歳
以上

割合
（%）

（参考）
既存団地（%）

神 戸 地 区 3,366 1,525 45.3 16.5
阪神南地区 2,275 855 37.5 14.1
阪神北地区 2,884 606 21.0 7.8
東播磨地区 967 286 29.5 8.8
西播磨地区 50 16 32.0 8.8
その他地区 522 182 34.8 15.2

計 10,064 3,470 34.4 11.3
出所：1998年9月現在、兵庫県住宅管理課より

- 36 -



52

　
問
題
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
東

日
本
で
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
創
造

的
復
興
と
い
う
理
念
で
す
。
被
災

自
治
体
の
首
長
が
「
復
興
の
シ
ン

ボ
ル
は
神
戸
空
港
建
設
だ
」
と
地

震
直
後
に
発
言
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
被
災
者
の
傷
に
塩
を
塗
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。「
創
造
的
復
興
」

対
「
人
の
復
興
」
と
い
う
対
立
が

起
こ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
広
く
、

深
い
市
民
運
動
が
起
こ
り
、
政
治

問
題
に
進
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
経
済
状
況
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、

ま
さ
に
「
失
わ
れ
た
20
年
」
の
入

り
口
と
い
う
時
期
に
発
生
し
て
い

ま
す
。
中
小
業
者
の
皆
さ
ん
等
、

や
は
り
生
業
の
復
興
と
い
う
点
で

は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
窮
地
の
大
企
業
の
広
大

な
土
地
を
買
い
上
げ
て
復
興
住
宅

を
つ
く
り
、
そ
の
企
業
は
ピ
ン
チ

を
早
く
脱
し
ま
し
た
。
ハ
コ
物
、

あ
る
い
は
、
大
き
な
企
業
し
か
受

注
で
き
な
い
よ
う
な
仕
事
を
ど
ん

ど
ん
す
す
め
る
と
い
う
こ
と
が
起

こ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
神
戸
空
港

建
設
と
絡
ん
で
、
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ

ン
ド
２
期
埋
め
立
て
工
事
が
す
す

め
ら
れ
、
医
療
産
業
都
市
構
想
と

復
興
事
業
と
さ
れ
、
今
日
の
国
家

戦
略
特
区
と
な
り
ま
し
た
。
新
長

田
駅
南
部
の
開
発
も
、
大
き
な
ビ

ル
を
何
本
も
建
て
る
と
い
う
計
画

で
、
で
き
て
み
ま
す
と
、
も
う

シ
ャ
ッ
タ
ー
ビ
ル
で
全
然
商
売
に

な
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
今
、「
復
興
災
害
」
と
い
う
言

葉
が
、
ま
さ
に
実
感
を
持
っ
て
受

け
止
め
ら
れ
る
状
況
で
す
。

　
現
状
で
、
人
の
復
興
が
ま
だ
出

来
て
い
な
い
と
言
う
点
で
は
象
徴

的
な
こ
と
が
２
つ
あ
り
ま

す
。
１
つ
は
、
住
宅
が
足

り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

民
間
の
住
宅
を
借
上
げ
し

て
家
賃
補
助
を
行
い
、
こ

れ
を
市
の
公
営
住
宅
の
会

計
の
な
か
に
組
み
込
ん
で

き
ま
し
た
が
、
20
年
で
終

了
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

神
戸
市
で
は
ま
だ
何
千
人

と
い
う
方
が
、
民
間
借
上

げ
住
宅
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　
初
め
は
「
後
で
何
と
か

す
る
か
ら
、
と
り
あ
え
ず

そ
こ
へ
入
っ
て
く
れ
」
と

い
う
こ
と
で
入
っ
た
わ
け
で
す
が
、

20
年
経
っ
て
、
80
代
、
90
代
の
皆

さ
ん
が
「
出
て
い
っ
て
く
れ
」
と

言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
す
。

神
戸
市
は
、
第
２
次
市
営
住
宅
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
（
２
０
１
０
年

６
月
）（
表
⑧
）
で
、
い
わ
ゆ
る
借

上
げ
料
が
、
平
成
16
年
と
20
年
で

33
億
７
８
０
０
万
円
か
ら
34
億
５

１
０
０
万
円
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
被
災
自
治
体
は
、
市
営
住
宅
が

空
い
て
い
る
の
で
、
そ
っ
ち
へ
移
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い
い
ま
す
が
、
十

数
年
住
ん
で
、
や
っ
と
そ
れ
な
り
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た

要
介
護
状
態
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
な
か
で
、
効
率
か
ら
言
う
と
、
公

表６　性別・年齢層別孤独死数

兵庫県社会保障推進協議会

５  

創
造
的
復
興
の
内
容
と
結
末
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営
住
宅
に
移
っ
て
い
た
だ
く
し
か

な
い
ん
だ
と
説
得
し
て
い
ま
す
。

　
神
戸
市
の
公
営
住
宅
の
会
計
そ

の
も
の
を
よ
く
見
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、
借
上
げ
料
が
増
え
て
財
政

負
担
が
増
え
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
は
、
建
て

た
と
き
の
公
債
の
費
用
や
修
繕

費
、
こ
れ
が
上
が
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
借
上
げ
料
が
負
担
増
加

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
全
く
な
い
わ
け
で
す
。
し

か
も
、
こ
の
借
上
げ
料
の
34
億
と

い
う
の
は
、
神
戸
市
が
全
て
負
担

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

約
10
億
が
入
居
者
の
家
賃
で
、
国

か
ら
も
一
定
の
補
助
が
出
て
お
り

神
戸
市
の
支
出
と
し
て
は
、
15
億

程
度
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
ケ
チ
っ
て
、
二
千
何
人
か
の
方

に
出
て
い
っ
て
く
れ
と
い
う
話
で

す
。
今
、
反
対
の
さ
ま
ざ
ま
な
と

り
く
み
を
し
て
い
ま
す
。
私
の
担

当
す
る
患
者
さ
ん
は
、「
意
見
書

を
書
い
て
く
れ
」
と
持
っ
て
こ
ら

れ
ま
す
。
今
、
自
分
の
状
態
は
こ

う
な
の
で
、
こ
の
ま
ま
借
上
げ
住

宅
に
住
め
る
よ
う
に
、
医
者
の
意

見
書
は
意
味
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ

る
方
が
何
人
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
神
戸
市
は
、
障
害
を
持
た
れ

た
方
は
継
続
居
住
を
許
可
す
る
と

い
う
よ
う
な
話
が
出
て
き
て
い
る

関
係
で
す
が
、
非
常
に
酷
な
話
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
残
っ
た
借
金
問

題
で
す
。
５
万
数
千
人
の
方
が
最

高
３
５
０
万
円
、
い
わ
ゆ
る
災
害

救
助
法
に
基
づ
く
生
活
援
護
資
金
、

被
災
者
が
最
後
に
す
が
る
生
活
再

建
の
た
め
の
借
金
で
し
た
。
こ
れ

が
ま
だ
払
え
な
い
と
い
う
方
が
１

万
人
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け

で
す
。
死
亡
や
破
産
、
行
方
不
明

者
も
い
ま
す
。
貸
し
付
け
で
は
な

く
、
支
給
と
す
べ
き
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
被
災
者
生

活
再
建
支
援
法
で
は
最
高
３
０
０

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
阪
神
で
は
遡
及
さ
れ
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
の
お
金

が
、
最
低
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
、

逆
に
示
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
と
思
い
ま
す
。

表７　近所付き合いの程度の変化

表８　神戸市市営住宅会計・管理事業費の推移（単位：100万円、%）

平成16年 平成20年
賃上げ料 3,378 13.2 3,451 12.0
公債費（震災時建設分） 7,818 30.6 7,069 24.6
公債費（その他） 8,647 33.9 9,077 31.6
修繕費 3,006 11.8 4,936 17.2
その他管理費 2,671 10.5 4,236 14.7

計 25,520 100.0 28,769 100.0
出典：神戸市「第2次市営住宅マネジメント計画」2010

　
人
の
復
興
は
民
主
主
義
の
国
で

は
当
然
で
す
。
運
動
の
側
は
復
興

６  

人
の
復
興
こ
そ

　
　
　
　
　
民
主
主
義
国
家
の
使
命
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み
た
い
な
気
分
が
ど
こ
か
に
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
村

山
さ
ん
は
、「
私
有
財
産
制
の
国

で
は
個
人
補
償
は
で
き
な
い
」
と

い
う
こ
と
を
国
会
で
言
い
切
り
ま

す
。
そ
し
て
、
神
戸
市
長
が
「
空

港
だ
」
と
言
い
、
民
主
主
義
の
視

点
か
ら
見
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
状

況
の
な
か
で
運
動
が
始
ま
っ
た
わ

け
で
す
。

　
国
連
の
人
権
委
員
会
が
や
っ
と

入
れ
た
仮
設
を
見
に
来
て
、「
こ

の
状
態
は
、
人
権
侵
害
だ
」
と
断

じ
ま
し
た
。
被
災
者
が
世
論
に
訴

え
、
98
年
に
生
活
再
建
支
援
法
が

成
立
し
ま
す
。
こ
の
と
き
は
１
０

０
万
円
で
し
た
が
、
今
日
改
定
さ

れ
な
が
ら
、
法
律
の
名
前
も
変
わ

り
ま
し
た
が
、
３
０
０
万
円
の
補

償
と
な
り
ま
し
た
。
東
日
本
で
は
、

従
来
の
水
準
を
超
え
る
支
援
金
が

自
治
体
の
努
力
で
実
現
す
る
と
と

も
に
、
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正

も
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
国
が
サ

ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
よ
う
と
し
て
も
、

大
災
害
は
国
民
の
人
権
と
民
主
主

義
を
求
め
る
運
動
を
生
み
出
し
ま

す
。

県
民
会
議
を
３
月
、
２
カ
月
後
に

立
ち
上
げ
、「
空
港
よ
り
も
被
災
者

の
救
済
を
」と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
運
動
を
始
め
ま
し
た
。

  

政
府
は
、
東
日
本
大
震
災
の
福

島
原
発
事
故
に
つ
い
て
「
想
定

外
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
ま

し
た
が
、
事
故
前
か
ら
研
究
者
や

住
民
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
し

た
。
実
は
、
阪
神
大
震
災
で
も
１

９
７
５
年
に
あ

る
研
究
会
で
は

直
下
型
地
震
が

神
戸
に
起
こ
り

う
る
こ
と
を
警

告
し
て
い
ま
し

た
。（
表
４
）「
天

災
だ
か
ら
仕
方

が
な
い
。」
と

い
う
論
理
で
国

や
行
政
は
責
任

を
全
く
負
わ
な

い
と
い
う
ス
タ

ン
ス
を
と
る
べ

き
で
は
な
い
し
、
実
際
想
定
し
た

人
達
が
い
た
こ
と
を
無
視
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
阪
神
・
淡
路
大
震

災
も
、
東
日
本
大
震
災
も
、
発
災

の
当
日
は
、
自
民
党
は
政
権
の
座

に
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
東
日
本

大
震
災
は
菅
首
相
で
し
た
し
、
阪

神
・
淡
路
の
と
き
は
村
山
首
相

だ
っ
た
わ
け
で
す
。自
民
党
は「
私

の
と
き
に
は
起
こ
っ
て
い
な
い
」

　
や
は
り
大
災
害
と
い
う
の
は
、

極
め
て
人
災
、
社
会
的
災
害
の
要

素
が
非
常
に
強
い
も
の
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
人
の
復
興
を

い
か
に
成
り
立
た
せ
る
の
か
、
防

災
の
基
本
的
視
点
は
何
か
、
実
は

日
常
の
社
会
保
障
の
水
準
で
決
ま

る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

　
阪
神
で
は
、「
住
ま
い
は
人
権
」

表４

７  

次
に
何
を
備
え
る
べ
き
か
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と
い
う
こ
と
が
、
意
識
さ
れ
運
動

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
家

に
住
ん
で
い
た
か
に
よ
っ
て
生
死

も
分
か
れ
る
、
人
の
復
興
の
基
本

は
住
の
再
建
が
土
台
と
い
う
状
況

で
し
た
。
東
日
本
で
は
、
こ
れ
に

生
業
と
い
う
問
題
が
大
き
く
な
り

ま
す
。
阪
神
の
場
合
は
、
勤
め
先

は
無
事
と
い
う
人
が
結
構
多
か
っ

た
の
で
す
。
家
と
交
通
の
た
め
の

手
段
が
再
建
さ
れ
れ
ば
、
何
と
か

な
る
方
々
も
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
東
日
本
は
生
業

ご
と
流
さ
れ
た
と
い
う
状
況
で
す

の
で
、
災
害
の
顔
が
違
い
ま
す
。

　
豪
雨
土
砂
災
害
も
各
地
で
頻
発

し
て
い
ま
す
。
こ
の
前
の
広
島
の

土
砂
災
害
は
、
私
も
１
週
間
目
ぐ

ら
い
行
き
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
山

を
崩
し
て
家
を
建
て
て
い
く
と
い

う
開
発
の
問
題
が
も
ろ
に
出
て
い

ま
し
た
。
民
医
連
に
加
盟
し
て
お

り
ま
す
広
島
共
立
病
院
の
診
療
圏

に
被
災
地
が
あ
り
ま
し
た
。
新
し

い
病
院
を
隣
り
に
つ
く
り
、
開
院

直
前
に
災
害
が
起
こ
り
ま
し
た
。

幸
い
新
病
院
は
無
事
で
し
た
の
で
、

旧
病
院
か
ら
新
病
院
に
引
っ
越
し
、

旧
病
院
を
避
難
所
に
提
供
し
て
頑

張
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
の
状
況
を

見
ま
す
と
神
戸
も
全
く
同
じ
構
造
、

全
国
の
都
市
化
し
た
山
際
は
ど
こ

で
も
起
こ
り
う
る
状
況
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
火
山
の
噴
火
で
す
。

こ
の
前
の
噴
火
は
、
登
山
を
さ
れ

て
い
た
方
に
被
害
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
、
鹿
児
島
の
方
に
聞
き
ま

す
と
「
そ
ろ
そ
ろ
で
は
」
と
言
い

ま
す
。
山
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る

と
い
う
話
も
あ
り
、
噴
火
が
起
こ

る
と
川
内
原
発
は
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
災
害
の
パ
タ
ー
ン
を
よ
く
考
え

な
が
ら
各
地
の
対
策
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
が
基
本

で
す
し
、
特
に
超
高
齢
社
会
で
、

な
か
な
か
身
動
き
が
と
れ
な
い
方

が
増
え
て
く
る
の
は
明
ら
か
で
す

か
ら
、
避
難
す
る
と
い
う
こ
と
が

相
当
大
仕
事
に
な
る
の
は
、
東
日

本
で
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
ト
ラ
フ
型
の
巨
大
地
震
が
起
こ

り
ま
す
と
、
東
北
で
は
漁
場
が
大

変
で
し
た
が
、
宮
城
の
石
油
の
タ

ン
ク
が
流
れ
て
火
が
つ
き
ま
し
た
。

南
海
ト
ラ
フ
で
は
、
危
険
物
が
東

北
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く

ら
い
港
に
ず
っ
と
並
ん
で
貯
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
。
大
変
な
火
災
や
化

学
物
質
の
汚
染
が
起
き
る
の
は
も

う
必
定
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
神
戸

で
は
県
立
こ
ど
も
病
院
を
人
工
島

に
移
そ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
い

て
、
こ
れ
は
全
く
そ
う
い
う
事
態

を
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
人
の
緊
急
避
難
が
大

問
題
で
す
。
こ
れ
は
、
超
高
齢
社
会

の
初
動
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
災

害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
在
宅
で
電

気
を
使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
治
療
を

さ
れ
て
い
る
方
も
非
常
に
増
え
て

お
り
、
障
害
を
持
っ
た
方
や
、
重
度

の
病
気
で
寝
た
き
り
に
な
っ
て
い
る

方
を
災
害
の
初
動
で
い
か
に
避
難

さ
せ
る
か
、
こ
こ
は
非
常
に
大
事
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
防
災
と
い
う
視
点
を
私
た
ち
が

日
常
に
進
め
て
い
る
社
会
保
障
を

守
り
充
実
さ
せ
て
い
く
活
動
の
視

野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
は

社
会
保
障
を
心
配
す
る
年
で
は
な

い
と
い
う
世
代
も
巻
き
込
ん
だ
運

動
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
政
府
は
、

地
域
創
生
を
進
め
る
と
い
い
ま
す
。

新
自
由
主
義
的
な
政
策
で
地
域
を

ず
た
ず
た
に
し
な
が
ら
地
域
の
再

整
理
を
す
る
つ
も
り
の
よ
う
で
す
。

医
療
介
護
分
野
の
地
域
包
括
ケ
ア

も
、
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る

ま
ち
づ
く
り
の
視
点
で
防
災
を
意

識
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い

ま
す
。
地
域
か
ら
す
す
め
る
社
会

保
障
の
運
動
の
出
番
で
す
。
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演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

1-1 福井
光陽生協
クリニック

平野　治和 医師
介護保険サービス利用高齢者における三角
筋・筋肉内注射の適切な手技：超音波を用
いた多施設共同研究

1-2 宮城県 坂総合病院 矢島　剛洋 医師
東日本大震災における避難所由来肺炎症例
の特徴

1-3 福岡 千鳥橋病院 荒木 沙耶 医師 口腔ケアへの�意識・技術向上を目指して

1-4 大阪 西淀病院 中村 まなび 医師
誤嚥性肺炎の入院期間におけるパスの有用
性についての検討

1-5 岡山 玉島協同病院 道端　達也 医師
当院における肺非結核性抗酸菌症の診療の
実態

演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

5-1 東京 立川相互病院 中島　拓也 医師
肺区域切除における気管支同定のための術
中気管支鏡　―内科との連携―

5-2 東京 立川相互病院 布村　眞季 医師
当院で病理診断された肺癌の分析ー遺伝子
検査の増加に対応してー

5-3 東京 立川相互病院 中村綺梨子 医師
サルコイドーシスとの鑑別を要したEGFR遺
伝子変異陽性肺癌の１例

5-4 宮城 坂総合病院 知花 ひかり 医師
HIVスクリーニング検査偽陽性を認めた抗
MDA-5抗体陽性急速進行性間質性肺炎の1例

5-5 東京 立川相互病院 森 雅行 医師
気管支拡張症に伴う気管支結石に二次的に
ノカルジア症が合併した1例

- 41 -



演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

2-1 鹿児島
鹿児島生協病
院

松村　景子 看護師
終末期の長期入院患者の意思を尊重した外
出支援

2-2 岐阜
勤労者医療協
会みどり病院

佐々木レイ子 看護師
人工呼吸器管理下患者の自宅療養に向けた
退院支援の一例

2-3 北海道
勤医協伏古10
条クリニック

伊志嶺　篤 医師
呼吸器疾患在宅療養患者の終末期医療に関
する検討 ―肺がんと非がん性呼吸器疾患の
違いについて―

2-4 東京 立川相互病院 金井　直樹 医師
呼吸療法中のリーク改善を目的とした義歯
調整の試み

2-5 東京 立川相互病院 中村 桃子 医師
体外式陰圧人工呼吸器（TCV-100K）の導入
とその有用性について

演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

6-1 沖縄県 沖縄協同病院 大城　早苗 看護師
ネーザルハイブロー（NHF）装着を適用した
2症例患者の有効性

6-2 熊本 くわみず病院 津田　千尋 看護師
酸素療法時における酸素デバイス選択と酸
素流量の増減についての現状と課題

6-3 福岡 千鳥橋病院　救急センター岩屋 小春 看護師ERから始める体位ドレナージ

6-4 東京 立川相互病院 小鳥　友見 看護師
災害時当院でのHOTステーション開設を目指
した取り組み

6-5 香川
香川医療生協
事業部システ
ム課

西林 祐輔 事務
能登半島地域訪問活動に参加して感じたこ
と
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演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

3-1 東京 立川相互病院 奥野　衆史 医師
第3群重症肺高血圧症に対して吸入トレプ
ロスチニルを導入し，肺血行動態の改善
が得られた一例

3-2 東京 立川相互病院 唐沢　知行 医師 気道に限局した再発性多発軟骨症の一例

3-3 宮城
（開業医）

ささき内科・
呼吸器科クリ
ニック

佐々木泰夫 医師
気管支喘息（BA）の日中、及び夜のPeak
Flow　Rate（PFR）と①身体的疲労 ②心
理・精神的因子との関係についての考察

3-4 宮城
（開業医）

ささき内科・
呼吸器科クリ
ニック

佐々木泰夫 医師
気管支喘息（BA）の発症からなるべく速
やかにdrugーfreeとなるための考え方と
工夫

3-5 大阪
大阪ファルマ
プラン

吉本　利樹 薬剤師 吸入ステロイド薬の副腎への影響調査

演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

7-1
福岡・佐
賀

千鳥橋病院 角銅しおり 医師 間質性肺疾患診療のまとめ

7-2 山形 鶴岡協立病院 高橋　牧郎 医師 ドックへの簡易睡眠検査の初期評価

7-3 香川 高松平和病院 服部　啓吾 MSW
香川民医連におけるじん肺・アスベスト
問題の取り組み

7-4 東京 東葛病院 川村　光夫 医師
当院における石綿関連肺疾患労災認定の
現状と問題点

7-5 東京 東葛病院 川村　光夫 医師
当院におけるじん肺労災認定の現状と問
題点
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演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

4-1 香川 高松平和病院 松本　雄治
作業療
法士

当院のCOVID-19に罹患した患者の傾向

4-2 新潟県 下越病院 筧　美波
理学療
法士

リハビリ拒否のある間質性肺炎患者へ地
域包括ケア病棟での関わり

4-3 新潟 下越病院 小野　美樹
理学療
法士

腰椎椎体骨折を機にADLが低下し施設退院
となった間質性肺炎患者－退院調整に着
目して－

4-4 福岡・佐賀千鳥橋病院 大崎　嘉月
作業療
法士

気胸と難病を併発し不安要素が強い症例
に対しての運動処方

4-5 熊本 くわみず病院 塚本　祐子
理学療
法士

重症COPDの在宅生活を支える～医療介護
の呼吸リハビリテーションの立場から～

演題
番号

県連 事業所名 発表者 職種 演題名

8-1 新潟 下越病院 平沢　晶
理学療
法士

一般病棟における重症間質性肺炎患者に対す
る多職種と連携した介入 ～精神疾患により
治療に難渋した症例～

8-2 福岡 千鳥橋病院 中島　妃那 看護師 早期離床カンファレンスの有効活用

8-3 大阪 西淀病院 金川　恵 看護師
急性期病棟における呼吸器リハビリカン
ファレンスを通じて多職種での関わりに
ついての実践報告

8-4 大阪 西淀病院 曽我　航
言語聴
覚士

MPTを用いた高齢者への発声・呼吸訓練効
果の評価

8-5 香川 生協へいわ歯科 前田　幹子
歯科衛
生士

心を満たす食の力　回復期病棟での取り
組み
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【会場】 ６階へ！

1日目↓ ↓2日目

８階の屋上広場からの眺めもおススメです♪- 45 -



18時～20時

≪送迎バス≫

【お迎え】１号車：17時15分、２号車：17時30分
【乗車場所】高松駅バスターミナル　11番～14番　貸し切りバス乗り場
※職員が誘導します。10分前の配車になります

各県連や各院所の皆さんとの交
流をお楽しみください。
オープニングセッション、景品
ありの「ご当地クイズ」を用意
しております。

かがわ国際会議場～懇親会会場
間（約５分）、懇親会会場～JR
高松駅・ホテル間の送迎バス
（約１５分）を運行します

≪会場≫アールベルアンジェ高松　２階

サンポートシンボルタワー
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≪送迎バス≫

【お送り】１号車：20時15分、２号車：20時30分
【乗車場所】玄関前
※職員が誘導します。
※１号車はJR高松駅経由→ホテル近くの商店街入口です。
※２号車はJR高松駅に寄りませんが他に寄ってほしい箇所があれば職員にご相談ください。例
えば「琴電瓦町駅」や「丸亀町グリーン」など
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実行委員長 原田　真吾 高松平和病院

実行委員 長谷川　貴彦 高松平和病院

大西　和子 高松平和病院

戸田　洋子 高松平和病院

松本　雄治 高松平和病院

六車　知佳 高松平和病院

辻本　裕紀 高松協同病院

田原　喜美子 香川医療生協　本部

西林　祐輔 香川医療生協　事業部

松本　竜介 香川医療生協　事業部

花谷　忍 香川民医連

西渕　千代 香川民医連

池内　優貴子 香川民医連

山田　亜未 香川民医連

末澤　理恵 高松平和病院

事務局：高松平和病院　医局事務課
mail:49minkoken@gmail.com
tel:087-833-8113（代）
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